
経 済 産 業 省 
 

２０１４０３２８商局第１号 

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 

 

 

 

経済産業省大臣官房商務流通保安審議官 寺澤 達也 

 

 

 

発電用風力設備の技術基準の解釈について 

 

 

 上記の件について、別紙のとおり定める。 

 

   附 則 

 この規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

 発電用風力設備の技術基準の解釈について（平成１６・０３・２３原院第６号）は、廃

止する。 

 


